
３章　構造計画



3-1. 構造計画説明書 

 

■構造体の耐震性能目標 

「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」（平成 8 年版建設大臣官房官庁営繕部監修）に基づき、耐震性能を以下の通り

定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 1 期棟・2 期棟 構造計画概要（1 期棟・2 期棟共通とする） 

① 柱頭免震構造の採用 

大地震発生時における市庁舎の機能確保の観点から「免震構造」を採用する。 
また、本建物の敷地は河川の氾濫による最大 GL+4.0 程度の浸水が想定されており、河川氾濫時に市庁舎の機能を損なわ

ないよう執務スペースとなる 2 階床レベルを高く設定しているため、1 階柱頭に免震装置を設置するスペースが確保できる。

そこで本計画では「柱頭免震構造」とすることで、基礎免震構造と比べた土工事・基礎躯体工事の削減を図った。 
② 構造種別 

本庁舎は、執務室のフレキシビリティーを確保するため、「鉄骨造」を採用する。 
また、地震時に建物の変形を抑えるために、外周部の梁には「鉄骨鉄筋コンクリート造」（鉄骨梁をコンクリートで覆っ

た構造）を採用する。 
③ 架構形式 

本庁舎は、コア周りを中心に耐震ブレース（地震に抵抗するための斜め部材）を配置した、「ブレース付きラーメン構造」

を採用し、建物の剛性（変形のしにくさ）と強度を確保した。 
④ 基礎形式 

「GL－40ｍ以深に存在する砂層または砂礫層」を支持層とする「杭基礎」とする。 
 

■ 連絡通路構造計画概要 

① 構造種別 

長スパン架構に対応するため、「鉄骨造」を採用する。 
② 基礎形式 

「GL－40ｍ以深に存在する砂層または砂礫層」を支持層とする「杭基礎」とする。 

■ 立体駐車場構造計画概要 

① 構造種別 

長スパン架構に対応するため、「鉄骨造」を採用する。 
② 基礎形式 

「GL－40ｍ以深に存在する砂層または砂礫層」を支持層とする「杭基礎」とする。 
 
■ 耐久性能目標 

構造体の総合的な耐久性は JASS5（建築工事標準仕様書・鉄筋コンクリート工事（日本建築学会）2015 年版）により計画

供用期間の級で定め、本建物では「長期」とする。計画供用期間中は一般的な劣化作用に対して、構造体に鉄筋の腐食等に

よるコンクリートの重大な劣化が生じないものとする。 
表 1 計画供用期間とコンクリート強度 

計画供用期間の級 計画供用期間 耐久設計基準強度[N/mm2] 

短期 30 年 18 
標準 65 年 24 
長期 100 年 30 
超長期 200 年 36 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部　位 耐　震　安　全　性　の　目　標

・ Ⅰ類
　大地震動後、構造体の補修をすることなく、建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に
　加えて十分な機能確保が図られている。

・ Ⅱ類
　大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく、建築物を使用できることを目標とし、人命の安全

　確保に加えて機能確保が図られている。

・ Ⅲ類
　大地震動後により、構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないこと

　を目標とし、人命の安全確保が図られている。

・ A類

　大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又は危険物の管理のうえで

　支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて
　十分な機能確保が図られている。

・ B類
　大地震動後により、建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と二次

　災害の防止が図られている。

・ 甲類
　大地震動時の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると共に、大きな補修をすること

　なく、必要な設備機能を相当期間継続できる。

・ 乙類 　大地震動時の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。

分　類

構造体

建築非構造
部材

建築設備

1 期棟・2 期棟 
連絡通路 

図 1 構造計画概要図（1 期棟の例） 上：軸組図、下：伏図 

1 階柱頭に免震装置を配置した 
「柱頭免震構造」 

…耐震ブレース 

内部の柱・梁…鉄骨造 

外周部の梁… 
鉄骨鉄筋コンクリート造 

1 期棟・2 期棟 
連絡通路 

1 期棟・2 期棟 
連絡通路 

立体駐車場 

立体駐車場 

立体駐車場 
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４章　電気設備計画



４章　電気設備計画

４-１ 電気設備計画概要  

 

４-１-１．基本方針 

行政・防災拠点施設としての機能を十分に発揮できるよう、信頼性が高く途絶対策を考慮した計画とし、

災害発生時においても自立して機能維持ができる庁舎とします。また、受変電設備や発電機などの主要設備

諸室は、安全性を確保するため最上階に設置します。 

初期費用や維持管理費の低減を図り、効率的な運用が可能で省資源・省エネルギーなど環境に配慮した計画

とします。更にメンテナンスや機器更新、増設などに配慮し、柔軟性を高めた計画とします。 

    

    

（１）「安全性・信頼性（災害に強い施設）」 

    

・受変電設備への高圧引込みは２回線とし、一方からの電力供給が途絶えても予備配線から電力供給でき

るよう、信頼性を高めます。 

・非常用発電機は空冷方式の発電機とし、災害発生時に伴う停電や計画停電時においても市庁舎としての

機能維持を可能とします。燃料は比較的安価なＡ重油を備蓄し、燃料補給を行うことなく3日間の連続運

転を可能とします。 

・サーバー機器等の重要機器には無停電電源装置から電源を供給し、電力の安定供給を可能とします。 

・通信インフラは異キャリア引込みにより信頼性を高めます。 

 

 

（２）「省資源・省エネルギー（環境に優しい施設）」 

    

・明るさセンサや人感センサなどを活用した照明制御により、省エネルギーを目指します。 

・太陽光発電設備を設置し、再生可能エネルギーを活用します。 

 

 

（３）「更新性・容易性（維持管理に配慮した施設）」 

    

・電気室、発電機室、ＵＰＳ※１室など重要機器室は機器更新を考慮した計画とします。 

・採用機器は汎用品を主体に計画し、将来行われる改修工事などに容易に対応が可能な計画とします。 

 

 

    

    

    

    

    

    

１．電力・通信引込設備 

・１期２期共、敷地の東西引込柱より、架空配線で高圧 6.6ｋＶを 2回線引込みます。 

・１期２期共、敷地の東西引込柱より、架空配線で通信回線を 2回線引込みます。 

    

２．受変電設備 

・1期棟９階、２期棟６階電気室に屋内キュービクルを設置します。 

    

３．発電設備 

（１）非常用発電設備 

・1期棟９階発電機室にガスタービン 750ｋＶＡを設置します。 

・2期棟６階発電機室にディーゼル 350ｋＶＡを設置します。 

・地下オイルタンクにＡ重油を備蓄し 3日間の連続運転を可能とします。 

 

（２）太陽光発電設備 

・太陽光発電パネルを 1、2 期棟の屋上へ設置します。 

 

４．電力貯蔵設備 

（１）直流電源装置 

・非常照明及び受変電設備操作制御用電源として電気室に直流電源装置を設置します。 

 

（２）無停電電源装置 

・1 期棟 9階ＵＰＳ室のＵＰＳ（225ｋＶＡ）から停電時サーバー等の重要機器に無停電で電源を供給します。 

 

５．雷保護設備 

・外部雷保護として避雷針、棟上導体を設置します。新ＪＩＳ レベルⅢとします。 

・内部雷保護として盤内にＳＰＤ※２を設けます。 

 

６．幹線・動力設備 

・受変電設備よりＥＰＳ※３内ケーブルラックを介して、各階分電盤、動力制御盤へ電力を供給します。 

・分電盤,動力制御盤に電力量計を設置し、中央監視にて電気使用量の集計を行います。 

    

    

※１：無停電電源装置 

※２：避雷器 

※３：ケーブルラック配線スペース、盤置き場 
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７．電灯設備 

（１）照明設備 

・照明器具はＬＥＤ器具を採用します。執務室は昼光を利用し明るさセンサによる調光制御を行います。 

・湯沸室や便所はＬＥＤダウンライトを採用し、人感センサによる自動点滅とします。 

・非常照明（電源別置）、誘導灯（電源内蔵）を設置します。 

 

（２）コンセント設備 

・執務室にＯＡタップ※４を設置します。ＯＡ負荷容量は35[VA/㎡]とします。 

・執務室、共用部に清掃用コンセントを適宜設置します。 

 

８．構内情報通信網設備（ＬＡＮ設備） 

・サーバ室から各階ＥＰＳを経由して各端末に至る配線ルートを確保します。 

    

９．構内交換設備（電話設備） 

・電話交換機から各階ＥＰＳを経由して各端末に至る配線ルートを確保します。 

 

１０．情報表示設備 

（１）登退庁設備 

・市長、副市長、部長、議員の登退庁を表示するためのモニターを設置します。 

 

（２）電気時計設備 

・庁舎全体の時刻を一元管理するため、有線式で各所に電気式子時計を設置します。 

 

１１．映像・音響設備 

・災害対策本部、作戦会議室に映像・音響設備を設置します。 

・平常時には大会議室、小会議室として分割可能な設備とします。 

 

１２．拡声設備 

・中央監視室に非常業務兼用放送架を設置します。消防法に準拠し、スピーカを設置します。 

・守衛室等にリモートマイクを設置します。 

 

１３．誘導支援設備 

・インターホン設備、トイレ呼出設備を設けます。 

 

１４．テレビ共同受信設備 

・アンテナを屋上に設置し、各執務室等の直列ユニットまで配線を布設します。 

 

 

 

 

 

 

１５．セキュリティ設備 

（１）入退室管理設備 

・市長室エリア、中央監視室、電算室、電話交換室、銀行派出、金庫室の出入口にカードリーダ等を 

設置し入室制限を行います。また、電算室には静脈認証装置を設けます。 

 

（２）監視カメラ設備 

・市長エリア、議会エリア、庁舎出入口、EV・階段室等の共用部、駐車場などに監視カメラを設置し、 

 防犯対策を行います。 

・中央監視室、守衛室に監視モニターを設置します。 

 

１６．議場設備 

（１）議場設備 

・議会の円滑な進行及び議事内容の記録等を目的とし、議場内に映像音響設備を設置します。 

 

（２）委員会設備 

・委員会室に映像音響設備を設置します。 

 

１７．自動火災報知設備 

・中央監視室に受信機を設置します。消防法を準拠し、感知器を設置します。 

・守衛室に副受信機を設置します。 

 

１８．駐車場管制設備 

・外構の敷地入口には満車表示、出口には回転灯を設置します。 

・駐車場棟については、各フロアの満空表示にて、スムーズな車両の誘導を行います。 

 

 

※４：OA フロアーで使用する床コンセント 
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５ １ 機械設備計画概要

５ １ １．基本方針

「川口新庁舎建設基本計画」に基づき、災害時に市民の生命・財産を守るため十分な耐震性能を有し、災害

対策本部機能としての役割を担うと共に、誰もが安全で快適に利用でき、省エネルギーや環境負荷が少なく、

景観にも配慮した、人や環境にやさしい庁舎を目標とします。

（１）災害対策拠点として必要な機能の確保

■耐震性・対浸水性の確保

・耐震安全性は、建築設備「甲類」を確保します。

・浸水対策として、受水槽や空調設備などの主要設備を２階、最上階、屋上階に設置します。

■ライフライン途絶時の機能維持

・大規模災害時においても最低限の機能を保持するため、飲料水雑用水の確保、緊急汚水貯留槽の確保を行

います。

・停電時の機能維持のため、災害時に稼働が必要となる室の空調系統は非常電源の供給を受け、運転可能と

します。

・建物の機能を維持する上で重要な電気室等は空調機の予備機を設置するなど、停電時・機器故障時でも能

力を満足する計画とします。

（２）庁舎としての基本的性能の確保

■環境保全性（環境負荷低減、周辺環境保全への配慮）

・空調熱源は高効率機器を採用します。また、効率的な空調エネルギー搬送システムを採用することにより

省エネルギーを図ります。

・適切な外気取り入れ量の調整により、省エネルギーを図ります。

・井戸水の雑用水利用、雨水の植栽潅水利用を行うことで、水資源の保護を行います。

・廃棄時に環境負荷の少ないエコケーブルを採用します。

■経済性（ライフサイクルコストへの配慮）

・空調機械室は機器更新・メンテナンスを考慮した計画とします。

・各種配管は、予備スペースを確保するなど配管更新を考慮した計画とします。

・採用する機器は汎用品を主体に計画し、将来の変化に経済的かつ柔軟に対応できる計画とします。

・受水槽、雑用水槽は２槽分けすることにより、水槽更新時にも断水しない計画とします。

５ １ ２．空調設備概要

（１）熱源設備

・空調熱源エネルギーは経済性、効率性に優れた電気熱源を採用します。

・電気熱源の機器は高効率機器である空冷ヒートポンプチラーを採用します。空冷ヒートポンプチラーは、空

調機及び外調機に冷温水を供給します。

（２）空調機設備

・室の用途・負荷形態・運用形態に応じ、空調方式を選定します。

・「空冷ヒートポンプマルチパッケージエアコン ＋外調機」を主体とし、外気負荷を外調機にて処理し、

内部負荷を にて処理します。

・吹き抜けを有する議場は空調機による空調とします。

・電気室は冷専のパッケージエアコンによる空調とし、非常電源の供給と予備機設置による冗長化を図ります。

・執務室は 床版を利用して空調を行います。また、吹出しにアルミパンチング材を活用した輻射空調とし、

ドラフト感を与えない環境を構築します。

（３）換気設備

・各室の用途・目的に応じ。第 種・第 種・第 種換気※ を行います。

・人員に対する換気量は ・人とします。

・居室は原則として外調機による第 種及び第 種換気とします。

・単独運転が必要な室（中央監視室など）は全熱交換器による第 種換気とします。

・倉庫・便所・駐車場等は排気ファンによる第 種換気とします。

・倉庫で臭気等の発生がない室は廊下との空気循環とし、生外気を導入しないようにします。

・発電機室は一般換気として第 種換気を行います。

・厨房排気は屋上にて排気を行います。（ 期棟のみ）

※ ：第 種換気は送風機・排風機による換気方式、第 種換気は送風機と自然排気による換気方式、第 種換気は自然給気

と排風機による換気方式である。

（４）排煙設備

・全館避難安全検証法により機械排煙は不要とします。
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（５）自動制御設備

各機器、システムの制御・監視を行い、施設運用の合理化を図ります。中央監視装置は 階中央監視室に設置

し、 （ ）※ の導入により、施設のエネルギー管理及び運用管理のサ

ポートを行います。

※ ： とは、施設の設備やエネルギーの管理を行い、施設の省力化や省エネルギー化をサポートするシステムである。

■中央監視項目

監視、計測、計量、各種警報

■自動制御項目

空調制御、換気制御、熱源最適運転制御

５ １ ３．衛生設備概要

（１）衛生器具設備

節水型器具を基本とします。

・大便器 壁掛大便器、節水型フラッシュバルブ（中水仕様）、温水洗浄便座

・小便器 壁掛けセンサー一体型小便器（中水仕様）

・洗面器 アンダーカウンター型、自動水栓

・流し台 シングルレバー混合水栓

（２）給水設備

・給水系統は上水系統・雑用水系統の 系統とします。

・上水系統は市水を引き込み、直結増圧ポンプにて最上階にある受水槽へ貯水後、重力方式にて必要各所へ供

給します。圧力が不足する上層階は加圧ポンプ方式とします。

・雑用水系統はろ過処理した井水を使用し、バックアップとして上水を使用します。最上階に設置の雑用水槽

へ貯水し、以降重力方式にて必要各所へ供給します。圧力が不足する上層階は加圧給水ポンプ方式とします。

（３）給湯設備

必要各所に給湯を行います。各所の給湯方式は以下の通りです。

・給湯室 ：貯湯式電気温水器

・シャワー ：ガス瞬間給湯器（ 期棟のみ）

・厨房 ：ガス瞬間給湯器（ 期棟のみ）

（４）排水設備

・建屋内排水は汚水・雑排水合流とし、屋外は汚水・雨水分流とします。（最終桝にて合流）

・雨水は地下 階のピットに貯留し、植栽潅水用として利用します。雨水貯留槽満水時はバルブ切替により直

接放流とします。

・地下 階の排水は躯体ピットの排水槽に貯留してポンプアップによる排水とします。

・厨房排水（ 期棟のみ）は厨房内設置のグリーストラップを介して排水します。

（５）ガス設備

敷地周囲の道路に敷設されている都市ガス管（低圧）より引込み必要各所に供給します。引込みについてはガ

ス供給会社との協議により決定します。

（６）消火設備

消防法に及び火災予防条例に準拠した消火設備を設置します。（防火対象物： 項）

消火器（別途工事）・屋内消火栓・連結送水管（ 階以上）・泡消火設備（ 階駐車場）

ハロゲン化物消火設備（戸籍保管庫、発電機室）・移動式粉末消火設備（ 階駐車場）

（７）さく井・ろ過設備

敷地内に井戸を新設します。井水をろ過したものを雑用水の原水とします。

（８）厨房機器設備（ 期棟のみ）

カフェテリア等の運用方法に応じて適切な厨房機器設備を設置します。調理熱源は電気・ガス併用とします。

（９）災害時対応

・災害時の給排水量は以下とします。

・上水： 人・日 雑用水： 人・日 排水： 人・日

・上水は最初に受水槽残量分を利用し、以降は備蓄水（ペットボトル）にて対応します。

・雑用水は井水により確保します。

・排水は地下ピットに緊急汚水貯留槽を設置し、 日分貯留します。

・災害対策本部室など、停電時に稼働が必要な室の空調・換気設備は非常電源により稼働できるようにします。

５章　機械設備計画
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6 章　概略工事工程表



準備工事

平成32年（2020年）

全体工事工程　27.0ヶ月

2月

21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17

全体工程

27 2818 19 209 10 11

5月

0 1 8

3月 4月 6月 11月 12月10月

5 6 7 12

川口市新庁舎建設計画
工程検討

1月5月 7月 8月 11月

2

1月 2月 3月 4月

3 4

12月 6月 1月 2月 3月 4月7月 8月 9月

平成30年（2018年） 平成31年（2019年）

9月 10月 12月

既存棟解体（一部）

埋戻工事（流動化処理土）

山留工事（SMW）

杭打設

掘削工事

切梁架設

地下躯体工事

鉄骨建方

地上躯体工事

内装工事

外装 事外装工事

外周デッキ工事

外構工事

試運転調整

検査

６章　概略工事工程表

◆１期棟 ※工事工程については、現時点における想定で、今後変更される場合があります。
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鉄骨製作図作成

鉄骨製作期間

準備工事

既存躯体解体（一部）

埋戻工事（流動化処理土）

杭打設

掘削工事

地下躯体工事

鉄骨建方

スラブ工事

外装工事

電気、消火設備工事

昇降設備工事工事

仕上げ工事

外構工事

試運転調整

検査

1 852 3 4 7 12

川口市新庁舎建設計画
（駐車場棟）
工程検討 0 6

全体工程

9 10 11

全体工事工程　13.0ヶ月

13

６章　概略工事工程表

◆駐車場棟 ※工事工程については、現時点における想定で、今後変更される場合があります。
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準備工事

13 14 15 16 170 1 21 22 23 24

全体工程

18 19 209 10 11

全体工事工程　24.0ヶ月

川口市新庁舎建設計画
工程検討 5 63 42 7 128

地盤改良

既存棟解体（一部）

山留工事（シートパイル） 設置 引抜き

杭打設

（連絡通路の杭を含む）

掘削工事

躯体 事地下躯体工事

鉄骨建方

地上躯体工事

内装工事

外装工事

外周デッキ工事外周デッキ 事

連絡通路工事

外構工事

試運転調整

検査

６章　概略工事工程表

◆２期棟 ※工事工程については、現時点における想定で、今後変更される場合があります。
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